
警視庁交通部

ペダルを自分で漕がないと走らない構造で、その際に電動モーターがア
シストすること。

時速２４km/hを超えると、電動モーターによるアシストがなくなること。

時速２４km/h未満で走行する際、電動モーターによる補助力が道路交
通法で定める基準であること。*

＊人の力１に対するモーターによる補助力の比が１０km/h未満では最大２である

インターネットで購入したもの
知り合いから譲渡されたものは

特に確認が必要だよ！

お願い 判断に迷ったらそのまま乗るのではなく、
必ず自転車販売店で確認をしてください！

★ペダルを漕がなくて
動く

★補助力が基準値を
超えている


